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１．学校における事件・事故災害の現状と課題

(1) 学校における事件・事故災害の実態
(2) 文部科学省等の対応等

① 学校保健安全法の施行
② 学習指導要領の改訂
③ 学校安全参考資料の作成・配付

(3) 東日本大震災後の対応等
① 東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議
② 学校防災に関する参考資料等

２．「学校安全の推進に関する計画」に基づく今後の方向性

20141130 防災読本出版委員会



学校安全参考資料 「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 （Ｈ１３）

防災教育のための参考資料 「生きる力」をはぐくむ防災教育の展開 （Ｈ１０）

非常災害時における子どもの心のケアのために （Ｈ１５）

学校の危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守るために－ （Ｈ１９）

学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル （Ｈ１５）

防災教育教材ＤＶＤ「災害から命を守るために」小・中・高 （Ｈ２０～２２）

教職員研修用ＤＶＤ
「事件・事故災害から子ども（生徒）の命を守るためにできることは （Ｈ２１～２２）

学校防災マニュアル作成の手引き （Ｈ２４）

学校防災のための参考資料（改訂）
「生きる力」をはぐくむ防災教育の展開 （Ｈ２５）

学校安全参考資料（改訂）
「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 （Ｈ２２）

阪神淡路大震災（Ｈ７）

大阪教育大学付属池田小学校事件（Ｈ１３）

学校への侵入、登下校中の被害多発

東日本大震災（Ｈ２３．３．１１）

新潟県中越地震（Ｈ１６）

新潟県中越沖地震（Ｈ１９）

岩手宮城内陸地震（Ｈ２０）

京都府亀岡市交通事故（Ｈ２４）

学校保健安全法施行（Ｈ２１）

新学習指導要領実施（Ｈ２３～）

学校安全の推進に関する計画（Ｈ２４～）

東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議（Ｈ２３～）

東日本大震災Iにおける学校等の対応等に関する調査研究（Ｈ２４）

通学路緊急合同点検
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1-(1) 学校における事件・事故災害の実態①

学校の管理下の事故の発生傾向
-負傷・疾病、死亡の年度別推移－

S41 S46 S51 S56 S61 H3 H8 H13 H18 H24

医療
501 586 784 928 1,136 1,091 1,147 1,171 1,222 1,124

(千件)

死亡 278 231 219 284 232 198 133 119 74 48



スポーツ・青少年局学校健康教育課

1,170,686
1,162,276

1,220,578

1,262,280

1,183,471

1,222,416
1,212,857

1,189,629

1,107,412

1,130,954

1,121,448

1,124,318

6.29 6.32 

6.73 

7.02 

6.64 
6.92 6.93 

6.83 

6.39 
6.57 6.55 6.60 

6.00

6.20

6.40

6.60

6.80

7.00

7.20

7.40

7.60

7.80

8.00

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

発生件数

発生率

学校の管理下の事故の発生率の傾向
-負傷・疾病年度別推移－

1-(1) 学校における事件・事故災害の実態②
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1-(1) 学校における事件・事故災害の実態③



「学校保健安全法」 （Ｈ２１．４．１施行）

第３章 学校安全

第２６条（学校安全に関する学校の設置者の責務）

第２７条（学校安全計画の策定等）

第２８条（学校環境の安全の確保）

第２９条（危険等発生時対処要領の作成等）

第３０条（地域の関係機関等との連携）

設置者は・・・努めるものとする。

学校においては・・・しなけばならない。

校長は・・・申し出るものとする。

学校においては・・・作成するものとする。

学校においては・・・努めるものとする。
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1-(2)文部科学省の対応等-①学校保健安全法の施行



「学習指導要領の改訂」

小・中・高等学校「学習指導要領総則」

学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育

活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向
上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導について
は，体育科の時間はもとより，家庭科，特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて
適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携
を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通
じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

小 学 校 → 社会科、理科、生活科、体育科、道徳、総合的な学
習の時間、特別活動

中 学 校 → 理科、保健体育科、道徳、総合的な学習の時間、
特別活動

高等学校 → 地理歴史科、保健体育科、総合的な学習の時間、
特別活動

1-(2)文部科学省の対応等-②学習指導要領の改訂
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平成２０年１月１７日「子どもの心身の健康を守り、安
全・安心を確保するために学校全体としての取組を進め
るための方策について」（答申）

平成２０年１月１７日「幼稚園、小学校、中学校、
高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改
善について（答申）

小学校：平成23年4月～
中学校：平成24年4月～
高等学校：平成25年度入学生から

（数学及び理科は平成24年度入学生から）
幼稚園の新教育要領：平成21年度～
特別支援学校の新学習指導要領等：幼稚園、小・
中・高等学校に準じる

改訂版H22「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育

安全教育 安全管理・組織活動

平成２０年７月９日
学校保健安全法等の一部を改正する法律の公布について
（文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

初版H13「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育

1-(2)文部科学省の対応等-③学校安全参考資料の作成・配布
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1-(2)文部科学省の対応等-③学校安全参考資料の作成・配布
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「東日本大震災における学校等の対応等に関する調査研究」

（第６回～９回）最終報告（平成24年７月）

防災教育の指導時間の確保に向け、主体的に行動する態度や支援者としての視点を育成する観点か

ら、児童生徒の発達の段階を踏まえた系統的・体系的な指導を行うことが必要。

特に津波災害については、東日本大震災の教訓を踏まえ、地域の特性に応じ、様々な場面や状況を
想定した上で、津波避難マニュアルを作成し、訓練を実施していくことが必要。

教職員の被災など、想定以上の災害が発生した東日本大震災における事例も考慮し、臨機応変に対
応できる組織の在り方が求められる。

引き渡しのルールや避難所の開設・運営については、あらかじめ、保護者や地域住民と連携
を確立させることが必要。

防災マニュアルの作成に当たっては、保護者・地域住民、関係機関等の協働により作成す
るとともに、訓練の実施結果等に 基づき、常に見なおしを行うことが必要。

（第１回～５回）中間とりまとめ（平成23年９月）
【防災教育】

○自然災害等の危険に際して自らの命を守り抜くため「主体的に行動する態度」を育成する
○支援者となる視点から、安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高める
【防災管理等】

○被災時における安全を確保するための防災管理・組織活動の充実・徹底

スポーツ・青少年局学校健康教育課

【東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議】

1-(3) 東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議
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1-(3) 学校防災に関する参考資料等
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※上記のフローチャートは、震度５弱以上の大規模地震発生の場合を想定していますが、地震発生時には、震度が判断できない事から、初期対応の「落ちてこない・
倒れてこない・移動してこない」場所への避難行動は、震度に関わらず必要です。

※災害対策本部の設置時期については、災害規模や、管理下、管理下外により変わることが考えられます。

※このフローチャートでは、初期対応を揺れが続いている時間、二次対応は揺れがおさまってから津波や火災など地震の次に起こる危険から回避するまでの期間と
して示しています。

「事前の危機管理」がその後の対応全てにつながります。いつ起こるか分からない地震災害にきちんと備えることが重要です。

管理下

校内

校外

通学路

休日

登校前

下校後

二次対応 p00 対

策

本

部

設

置

p00

安 否 確 認 p00

管理外
津波等の二次災害の危険性を十
分に検討した上で引き渡すかどう
かの判断を。

発生時の危機管理発生時の危機管理 命を守る 事後の危機管理事後の危機管理 立て直す事前の危機管理事前の危機管理

・管理職、安全担当者のリーダーシッ
プが重要
・全ての教職員の分担と責任を明確に
・想定される二次災害をリストアップ
・発生時、二次対応時、学校待機時そ
れぞれに役立つ物品のリストアップ

p00

・非構造部材の危険
・学校が行う点検と専門家による点
検
・避難経路や避難場所の点検

p00

・基本行動は「落ちてこない・倒
れてこない・移動してこない」場
所への避難
・二次災害（津波や火災等）から
の避難や引渡しの訓練
・教科指導と関連させた訓練

p00

・学校安全の中核となる教員の養成
と校内研修の充実

・地域や関係機関・団体との連携
・地域人材を活用した研修や授業等
での活用

p00

備える

素早い情報収集
適切な二次対応の判断
臨機応変な判断と避難
※正常化の偏見に注意

事前に教職員が協力できる内容地域や
防災担当部局と整備

避難所協力避難所協力
p00

心のケア p00

原子力災害 p00

事前に保護者等と話し合いルールを

引き渡し（待機） p00

連絡、通信手段の複線化を

緊急地震速報
地震の揺れ

管理下、外に関わらず、児童生徒等がそれぞれの状況
下で対応できるよう事前の指導・訓練が必要です。

体制整備と備蓄

求められる機能とその業務内容
的確な情報収集と発信、優先順位

点検

避難訓練

教職員研修

落ちてこない
倒れてこない
移動してこない
場所への避難

初期対応 p00 健康観察によるストレス症状等の把握と
対応

情報収集と適切な退避・避難行動

○津波の危険が考えられる地域では、地
震後すぐに高台等あらかじめ決められ
た避難場所に避難します。

この間、マニュアルを見る余裕はありませんが、教職員の適切な判断と指示が必要
です。事前に教職員がしっかりと理解しておくことが大切です。

※正常化の偏見（バイアス）
自分にとって都合の悪い情報を
無視したり、過小評価したりして
しまう人間の心理特性
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1-(3) 学校防災に関する参考資料等



平成25年3月

文部科学省
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1-(3) 学校防災に関する参考資料等



第２章 学校における防災教育② p10

P52,53 幼稚園防災教育年間計画

P143,144 高等学校防災教育年間計画

P120,121 中学校防災教育年間計画

P80,81 小学校防災教育年間計画

P159,160 特別支援学校防災教育年間計画

「交通安全」「生活安全」の内容とともに学
校安全計画に位置付け

1-(3) 学校防災に関する参考資料等



「学校安全の推進に関する計画」 （＝今後の学校安全の方向性）

【学校における安全教育】 【学校における安全管理】

○安全に関する知識、行動する力が課題
○指導時間の確保と教育手法、指導体系の整理

○学校管理下の事故は増加傾向
○不審者侵入、交通事故への対応
○東日本大震災を踏まえた自然災害への対応

安全教育の充実

学校安全体制整備

・安全に関する知識とともに行動する態度の視点
・指導時間の確保、より効果的な教育手法導入
・東日本大震災の教訓を踏まえた安全教育

・学校内の安全体制の確立（施設設備・組織）
・家庭や地域と連携した安全体制の整備

【より実証的な学校安全施策の推進】

○セーフティプロモーションの考えに基づいた施策展開
・事件・事故災害に関する情報収集体制の整備充実
・実証的な安全管理につなげる分析調査機能の強化
・優れた取組事例(ISS)などの推奨

総合的かつ効果的な学校安全に係る取組の推進

「自立」「協働」
「創造」

第2期教育振興基本計
画の策定に向けた基本
的な考え方に示された
キーワード

○負傷
減少傾向

○死亡
ゼロとなるよう最大限
努力

＊セーフティプロモーション：1989年9月にWHOから提示された考え方で、障害をもたらす事故、犯罪被害、自傷
行為等を部門や職種の垣根を越えた協働や科学的に評価可能な介入により予防しようとするもの。

＊ISS: WHO協力センターの推進する地域単位のセーフティプロモーションの取組と連動した認証活動。同センターの
指針に基づき、より安全な教育環境づくりを目指す学校に与えられるものとして世界規模で展開されている。

スポーツ・青少年局学校健康教育課



学校安全を推進するための具体的な方策等

１．安全に関する教育の充実方策

○主体的に行動する態度や共助・公助の視
点を踏まえた参考資料を作成。

○全国的な情報共有や意見交換の機会を設
定し、教育手法の改善を図る。

○安全教育に係る指導時間を確保するため、
安全教育に関する教育課程の改善を視野
に入れた研究を推進する。

○緊急地震速報等を活用した優良な避難訓
練等の実践事例情報を学校等に提供する。

○発達の段階等、児童生徒の状況に応じた
安全教育展開のための研究促進を図る。

○情報社会への対応のため、引き続き情報
活用能力の育成を図る。

○原子力災害に対する適切な準備が可能と
なるよう努める。

２．学校施設及び設備の整備充実

○学校の設置者が行う耐震化及び防災機能
の強化を支援する。

○学校における非常時の安全に関わる設備
の整備充実を促す。

３．学校における安全に関する組織的取組の推進

○学校安全計画の充実を図るため積極的な
情報提供を行う。

○全ての学校において学校安全の中心的役
割を果たす教職員が一定水準の知識や資
質を備えることを目指す。

○安全点検では、事故事例を踏まえた具体
的な改善の取組が必要であり、そのため
の情報提供の確立に努める。

○全国の教職員が学校安全に関する一定の
知識を持つことができるよう、最新の安
全知識や優れた取組事例などについて参
考資料を作成・普及する。

○全ての学校において速やかに危険等発生
時対処要領を作成するよう促す。

４．地域社会、家庭との連携を図った学校安全の推進

○地域社会との連携強化
○保護者や地域ボランティアの養成・研修

を促進する。
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○児童生徒用教材 「災害から命を守るために」（防災教育教材）

小学生版CD  H20,3 中学生版DVD   H21.3 高校生版DVD   H22.3

○教職員向け研修資料 「子ども（生徒）を
事件・事故から守るためにできることは」

小学校教職員向けDVD  
H21.3

中・高等学校教職員向けDVD 
H22.3

H22.3 H24.3

「東日本大震災を受けた防災教育・
防災管理等に関する有識者会議」
H23.9 中間とりまとめ
H24.7 最終とりまとめ

「東日本大震災における学校等の対応
等に関する調査研究」H24.3

「地震による落下物や転倒物から子ど
もたちを守るために～学校施設の非構
造部材の耐震化ガイドブック～」
H22.3
「学校施設の非構造部材の耐震対策事
例集」H24.3
「学校施設における天井等落下防止対
策のための手引」H25.6


